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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第154期
第2四半期

連結累計期間

第155期
第2四半期

連結累計期間
第154期

会計期間
自 2018年4月1日
至 2018年9月30日

自 2019年4月1日
至 2019年9月30日

自 2018年4月1日
至 2019年3月31日

売上高 (百万円) 23,759 22,327 69,305

経常損失(△)又は経常利益 (百万円) △1,131 △2,118 3,468

親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)
又は親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) △937 △1,615 2,305

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 213 △1,821 3,311

純資産額 (百万円) 43,503 43,838 46,286

総資産額 (百万円) 91,407 97,528 102,856

1株当たり四半期純損失金額(△)
又は1株当たり当期純利益金額

(円) △14.95 △25.75 36.75

潜在株式調整後1株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 47.6 44.9 45.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 735 2,526 △2,899

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,770 △1,371 △2,348

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 238 △1,358 6,743

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 3,333 5,382 5,616
 

 

回次
第154期
第2四半期

連結会計期間

第155期
第2四半期

連結会計期間

会計期間
自 2018年7月1日
至 2018年9月30日

自 2019年7月1日
至 2019年9月30日

1株当たり四半期純損失金額(△) (円) △5.00 △9.43
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２ 【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響をおよぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業

等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が

判断したものであります。

 
（1）財政状態及び経営成績の分析

　当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境等の改善を背景に緩やかな景気回復基調が続い

たものの、各国の通商・経済動向等の影響から不安定かつ不透明な状況で推移いたしました。

　このような状況の下、当社グループは創業第二世紀の持続的な成長に向け、新たなビジョンの下でスタート

した3ヵ年の中期経営計画の2年度目となり、全社戦略、事業戦略を推進しております。

　受注につきましては、信号システム事業は前年同期に比べて大型案件が少なく、パワーエレクトロニクス事

業はフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）市場の設備投資抑制の影響を受けたことから、前年同期を下回り

ました。売上につきましては、信号システム事業は堅調に推移したものの、パワーエレクトロニクス事業は半

導体およびＦＰＤ製造装置向けの産業機器用電源装置の受注減少の影響を受けたことから、全体としては前年

同期を下回りました。

　利益面につきましては、売上の減少により、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益とも

に前年同期を下回りました。

　この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、受注高39,366百万円（対前年同期比1,898百万円減）、売上

高22,327百万円（対前年同期比1,431百万円減）、営業利益△2,282百万円（対前年同期比916百万円減）、経

常利益△2,118百万円（対前年同期比987百万円減）、親会社株主に帰属する四半期純利益△1,615百万円（対

前年同期比677百万円減）となりました。

 

　セグメント別の業績概況は次のとおりであります。

 

〔信号システム事業〕

　鉄道信号システムでは、受注はＪＲ・民鉄各社および公営鉄道向けＡＴＣ装置・ホームドア、中国向け電子

連動装置用品、インド国鉄電子連動装置などがありましたが、前年同期を下回りました。売上はＪＲ東海東海

道新幹線信号設備、横浜高速鉄道みなとみらい線ホームドア、中国向け電子連動装置用品、インド国鉄電子連

動装置などがあり、前年同期を上回りました。

　道路交通システムでは、交通信号制御機や交通信号灯器、独自製品の防水型交通信号制御機などの拡販や、

海外における高度交通信号システム実証事業の継続によって、受注、売上ともに前年同期を上回りました。

　この結果、当事業では受注高31,791百万円（対前年同期比1,443百万円減）、売上高16,068百万円（対前年

同期比1,003百万円増）となりました。なお、セグメント利益は△213百万円（対前年同期比584百万円増）と

なりました。
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〔パワーエレクトロニクス事業〕

　受注につきましては、通信設備用電源装置は鉄道事業者向けを中心に好調に推移したものの、産業機器用電

源装置はＦＰＤ市場の調整局面継続の影響により、前年同期を下回りました。売上につきましては、通信設備

用電源装置は前期からの好調な受注を背景に前年同期を上回ったものの、産業機器用電源装置は、半導体・Ｆ

ＰＤ製造装置への設備投資が抑制されたことにより、前年同期を下回りました。

　この結果、当事業では受注高7,575百万円（対前年同期比455百万円減）、売上高6,258百万円（対前年同期

比2,435百万円減）となりました。なお、セグメント利益は470百万円（対前年同期比1,371百万円減）となり

ました。

 
　当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて5,328百万円減少し、97,528百万円とな

りました。主な増減は以下のとおりであります。

　資産の部は、たな卸資産が9,636百万円増加し、受取手形及び売掛金が16,333百万円減少しました。

　負債の部は、支払手形及び買掛金と電子記録債務があわせて1,309百万円、借入金が短期、長期あわせて714

百万円、未払法人税等が793百万円それぞれ減少しました。

　純資産の部は、利益剰余金が2,242百万円減少しました。

 
（2）キャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末に比べ2,048百万円増加

し5,382百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のと

おりであります。

　当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,526百万円のプラスとなり、

前第2四半期連結累計期間に比べ1,790百万円の収入増となりました。これは、売上債権の増減額が1,479百万

円の収入減となったものの、たな卸資産の増減額が1,131百万円、仕入債務の増減額が796百万円、法人税等

の支払額が992百万円それぞれ支出減となったことが主な要因であります。

　当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,371百万円のマイナスとな

り、前第2四半期連結累計期間に比べ398百万円の支出減となりました。これは有形固定資産の取得による支

出が406百万円の支出減となったことが主な要因であります。

　当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,358百万円のマイナスとな

り、前第2四半期連結累計期間に比べ1,596百万円の支出増となりました。これは借入金の収支が短期と長期

あわせて1,477百万円、借入側の減少となったことが主な要因であります。
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（3）事業上および財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更およ

び新たに生じた課題はありません。

 
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 
（株式会社の支配に関する基本方針）

(1) 基本方針の内容

京三製作所は1917年、大正6年9月3日の創立以来、100年超にわたり鉄道事業、交通事業、電気通信・電力事

業の各分野に立脚するメーカーとしてさまざまな製品を開発、製造してまいりました。これら製品の中に国産

初、世界初と称されるものが数多くありますように、当社グループは創業以来優れた技術と確かな対応力で社

会性、公共性の高い、社会の根幹に寄与する分野において信頼と実績を築きあげてまいりました。

当社は社会性、公共性の高い業種に属していることから、顧客の信頼に応えて、安全・高品質・高付加価値

の製品を迅速かつ安価に提供し続け、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくためには、①顧客事

業の根幹にかかわる製品の安定供給責任を全うするための長期的視点に立脚した安定的経営を持続すること、

②安全の確保・増進に向けた不断の先行的な研究開発投資、設備投資ならびにこれを可能とする一定の内部留

保水準を維持・確保すること、③高度の技術・技能を維持、継承していくための雇用を安定・確保すること、

④社会の公共性、公益性、安全性に深くかかわる事業に携わるものとしての社員の誇りと責任意識の高い水準

の保持＝京三製作所の企業文化・価値観を持続すること、等が必要不可欠であります。

これらが当社の株式の大量買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社の

企業価値・株主共同の利益は著しく毀損されることになります。また、外部者である買収者からの大量買付の

提案を受けた際には、上記事項の他、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果その他当

社の企業価値を構成する事項等さまざまな事項を適切に把握したうえ、当該買付が当社の企業価値・株主共同

の利益に及ぼす影響を適切に判断する必要があります。

当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概

に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的に

は株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵

害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主による

株式の大量買付の内容等に関する検討あるいは対象会社の取締役会による代替案提案のための十分な時間や情

報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を

必要とするもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

これらの事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する大量買付が行われた際に、当該大量買付に応じる

べきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報

や時間を確保し、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同

の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると考えます。

 

(2) 具体的取組み

① 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、創立100周年を機に、《KYOSAN VISION》を策定しております。

《KYOSAN VISION》は、めざす企業像として「信頼度ナンバーワン KYOSAN」を掲げ、「安全性・信頼性」

「地球環境保全」をキーワードに先進の技術と高い品質で「社会の発展と快適性向上」に貢献することを企

業理念とし、「京三グループの永続的成長」「共に歩む人々の幸せ」「ステークホルダーへの適切なリター

ン」を経営目的としております。

その実現に向け、「誠実さと高い倫理観」「強い責任感と当事者意識」「ダイバーシティ」を行動規範と

し、「スピード」「チャレンジ」「イノベーション」を行動指針として定め、全社および事業の具体的戦略

からなる中期経営計画を策定し、その達成に向けて積極的に取り組みを推進しております。

 
② 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

当社は、基本方針に基づいて買収防衛策を導入しており、大量買付ルールが遵守されなかった場合や、大
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量買付ルールが遵守されている場合でも、当該大量買付行為が当社の企業価値や、当社株主共同の利益を著

しく損なう場合には、独立委員会（大量買付ルールに則った手続の進行に関する客観性および合理性を担保

するため、当社取締役会から独立した組織としての社外有識者で構成する委員会）の検討・勧告を受け、当

社取締役会は、当社株主共同の利益を守るために適切と考える方策として新株予約権の無償割当て等、会社

法その他の法律および当社定款が認める措置をとることがあります。

　

　大量買付ルールの概要は次のとおりです。

　

「買付説明書」および「必要情報」の提出

大量買付者が大量買付を行おうとする場合には、当社宛に大量買付ルールに沿った当社が要求する「買付

説明書」および「必要情報」を日本語で提出していただくこととします。

　

大量買付情報の検討とその開示

大量買付者が現れた事実、大量買付者等から買付説明書および必要情報等が提出された場合には、独立委

員会はその内容を検討し不十分であると判断した場合には追加的に情報を提供することを求めます。その内

容が適切と判断する事項について、独立委員会が適切と判断する時点で情報開示を行います。

　

独立委員会による検討作業等

独立委員会は、大量買付情報を受領した後、対価を現金（円貨）のみとする公開買付による当社全株式の

買付等の場合は最大60日間、その他の買付等の場合は最大90日間が経過するまでに、買付等の内容検討と取

締役会の事業計画等に関する比較検討および取締役会の提供する代替案の検討等を行います。ただし、所定

の手続きを踏むことで原則として30日間を上限に検討期間を延長できるものとします。

検討期間満了時までに独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、当

該買付者等と協議・交渉を行い、または取締役会等による代替案の株主等に対する提示等を行います。

　

独立委員会による勧告等および取締役会の決議

独立委員会は当該買付者からの提出情報および取締役会からの代替案等を検討した結果、買収防衛策の発

動または不発動または延期の勧告を取締役会に行います。取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重して新

株予約権の無償割当ての実施または不実施等を決議します。

 
（4）研究開発活動

当第2四半期連結累計期間の研究開発費は、信号システム事業571百万円、パワーエレクトロニクス事業777

百万円、共通研究開発費400百万円で、総額1,749百万円であります。

　研究開発につきましては、事業戦略の上で急務となっております製品開発および製品改良等の研究課題に

取り組んでおります。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 160,000,000

計 160,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年9月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 62,844,251 62,844,251
東京証券取引所
（市場第一部）

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式です。
単元株式数は100株です。

計 62,844,251 62,844,251 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　　該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2019年7月1日～
2019年9月30日

― 62,844,251 ― 6,270 ― 4,625
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(5) 【大株主の状況】

 

2019年9月30日現在

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号　 6,089 9.70

京三みづほ会
横浜市鶴見区平安町2丁目29番1号
株式会社京三製作所資材部

4,273 6.81

京王電鉄株式会社 東京都新宿区新宿3丁目1番24号 3,143 5.00

株式会社横浜銀行 横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 3,124 4.97

京三製作従業員持株会 横浜市鶴見区平安町2丁目29番1号 2,897 4.61

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社　信託口 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 2,235 3.56

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社　信託口

東京都中央区晴海1丁目8番11号 1,540 2.45

株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 1,350 2.15

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 1,007 1.60

東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷1丁目16番14号 937 1.49

計 ― 26,597 42.38

 

(注) 2018年7月3日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書（大量保有報告書）において、スパークス・アセッ

ト・マネジメント株式会社が2018年6月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社

として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含

めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)
スパークス・アセット・
マネジメント株式会社

東京都港区港南1丁目2番70号 2,342 3.73
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2019年9月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 99,400
 

― ―

(相互保有株式)
普通株式 90,000
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

626,325 ―
62,632,500

単元未満株式 普通株式 22,351
 

― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 62,844,251 ― ―

総株主の議決権 ― 626,325 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含ま

れております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式74株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  2019年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社京三製作所

横浜市鶴見区平安町
二丁目29番地の1

99,400 ― 99,400 0.15

(相互保有株式)
アクテス京三株式会社

神奈川県厚木市妻田北
三丁目15番38号

90,000 ― 90,000 0.14

計 ― 189,400 ― 189,400 0.30
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第

64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2019年7月1日から2019年9月30

日まで)および第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有

限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,616 5,921

  受取手形及び売掛金 ※1  32,627 16,293

  製品 2,960 2,966

  半製品 5,084 5,634

  仕掛品 20,519 29,531

  原材料及び貯蔵品 330 399

  その他 1,072 1,722

  貸倒引当金 △10 △10

  流動資産合計 68,201 62,457

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 9,426 9,118

   その他（純額） 4,632 4,886

   有形固定資産合計 14,059 14,005

  無形固定資産 1,421 1,355

  投資その他の資産   

   投資有価証券 17,311 17,086

   繰延税金資産 97 854

   退職給付に係る資産 466 455

   その他 1,319 1,333

   貸倒引当金 △20 △20

   投資その他の資産合計 19,173 19,709

  固定資産合計 34,655 35,070

 資産合計 102,856 97,528
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※1  11,651 10,389

  電子記録債務 ※1  4,518 4,470

  短期借入金 15,000 8,000

  1年内返済予定の長期借入金 1,429 5,429

  未払法人税等 1,090 296

  役員賞与引当金 111 40

  受注損失引当金 464 411

  環境対策引当金 100 －

  その他 6,748 7,079

  流動負債合計 41,114 36,115

 固定負債   

  長期借入金 11,427 13,712

  退職給付に係る負債 3,351 3,482

  資産除去債務 138 139

  繰延税金負債 158 3

  その他 378 236

  固定負債合計 15,455 17,574

 負債合計 56,569 53,690

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 6,270 6,270

  資本剰余金 4,625 4,625

  利益剰余金 28,542 26,299

  自己株式 △44 △44

  株主資本合計 39,393 37,150

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 7,156 7,001

  為替換算調整勘定 △145 △223

  退職給付に係る調整累計額 △117 △90

  その他の包括利益累計額合計 6,893 6,687

 純資産合計 46,286 43,838

負債純資産合計 102,856 97,528
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

   【四半期連結損益計算書】

   【第2四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 ※1  23,759 ※1  22,327

売上原価 19,245 18,684

売上総利益 4,514 3,643

販売費及び一般管理費   

 給料及び手当 1,319 1,435

 賞与 513 438

 役員賞与引当金繰入額 52 40

 退職給付費用 160 128

 減価償却費 199 216

 荷造及び発送費 551 548

 貸倒引当金繰入額 0 0

 その他 3,081 3,116

 販売費及び一般管理費合計 5,879 5,925

営業損失（△） △1,365 △2,282

営業外収益   

 受取配当金 132 142

 受取保険金 126 164

 持分法による投資利益 － 14

 為替差益 90 －

 その他 56 59

 営業外収益合計 406 381

営業外費用   

 支払利息 60 71

 資金調達費用 89 61

 持分法による投資損失 10 －

 為替差損 － 65

 その他 12 20

 営業外費用合計 173 218

経常損失（△） △1,131 △2,118

特別利益   

 固定資産売却益 1 0

 特別利益合計 1 0

特別損失   

 固定資産除売却損 33 11

 特別損失合計 33 11

税金等調整前四半期純損失（△） △1,163 △2,129

法人税等 △225 △514

四半期純損失（△） △937 △1,615

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － －

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △937 △1,615
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【四半期連結包括利益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純損失（△） △937 △1,615

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,163 △154

 為替換算調整勘定 △18 △60

 退職給付に係る調整額 18 26

 持分法適用会社に対する持分相当額 △11 △17

 その他の包括利益合計 1,151 △206

四半期包括利益 213 △1,821

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 213 △1,821

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純損失（△） △1,163 △2,129

 減価償却費 897 954

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 77 166

 持分法による投資損益（△は益） 10 △14

 受取利息及び受取配当金 △147 △159

 支払利息 60 71

 売上債権の増減額（△は増加） 17,766 16,287

 たな卸資産の増減額（△は増加） △10,782 △9,651

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,066 △1,270

 その他 △1,836 △642

 小計 2,816 3,610

 利息及び配当金の受取額 150 162

 利息の支払額 △64 △72

 法人税等の支払額 △2,166 △1,174

 営業活動によるキャッシュ・フロー 735 2,526

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △486 △549

 投資有価証券の取得による支出 △14 △14

 関連会社株式の取得による支出 △67 －

 有形固定資産の取得による支出 △1,013 △607

 有形固定資産の売却による収入 0 2

 無形固定資産の取得による支出 △132 △166

 その他 △56 △35

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,770 △1,371

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △73 △7,000

 長期借入れによる収入 5,000 7,000

 長期借入金の返済による支出 △4,164 △714

 配当金の支払額 △501 △627

 その他 △22 △16

 財務活動によるキャッシュ・フロー 238 △1,358

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △801 △234

現金及び現金同等物の期首残高 4,135 5,616

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  3,333 ※1  5,382
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　　前連結会計年度末日は、金融機関の休日のため、以下の期末日満期手形、電子記録債務、ファクタリング対象

の買掛金は連結会計年度末日に決済が行われたものとして処理しております。

 
前連結会計年度
(2019年3月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2019年9月30日)

受取手形 200百万円 ―百万円

支払手形 496 ―

電子記録債務 708 ―

買掛金 721 ―
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１　 売上高の季節的変動

前第2四半期連結累計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）及び当第2四半期連結累計期間（自　

2019年4月1日　至　2019年9月30日）

 当社グループの主力事業であります信号システム事業は、主要顧客が鉄道各事業者および官公庁であるため、

売上高は期末にかけて増加する傾向があります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 

 
前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)

現金及び預金勘定 3,807百万円 5,921百万円

預入期間が3ヶ月を超える
定期預金

△474 △539 

現金及び現金同等物 3,333 5,382 
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(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年6月22日
定時株主総会

普通株式 501 8.0 2018年3月31日 2018年6月25日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後

となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年11月9日
取締役会

普通株式 313 5.0 2018年9月30日 2018年12月4日 利益剰余金
 

 

 

当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年6月21日
定時株主総会

普通株式 627 10.0 2019年3月31日 2019年6月24日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後

となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年11月8日
取締役会

普通株式 313 5.0 2019年9月30日 2019年12月3日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

   報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     

 

報告セグメント
調整額
（注）1
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額

（注）2
(百万円)

信号システム
事業

(百万円)

パワーエレクト
ロニクス事業
(百万円)

計
(百万円)

売上高      

　外部顧客に
　対する売上高

15,065 8,694 23,759 － 23,759

　セグメント間の内部
　売上高または振替高

3 266 270 △270 －

計 15,069 8,960 24,029 △270 23,759

セグメント利益
または損失(△)

△797 1,842 1,045 △2,410 △1,365
 

(注)1　セグメント利益または損失(△)の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用2,410百万円が含ま

れております。なお全社費用は管理部門等に係る費用であります。

2　セグメント利益または損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

 
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

   報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     

 

報告セグメント
調整額
（注）1
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額

（注）2
(百万円)

信号システム
事業

(百万円)

パワーエレクト
ロニクス事業
(百万円)

計
(百万円)

売上高      

　外部顧客に
　対する売上高

16,068 6,258 22,327 － 22,327

　セグメント間の内部
　売上高または振替高

1 88 89 △89 －

計 16,070 6,347 22,417 △89 22,327

セグメント利益
または損失(△)

△213 470 257 △2,539 △2,282
 

(注)1　セグメント利益または損失(△)の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用2,539百万円が含ま

れております。なお全社費用は管理部門等に係る費用であります。

2　セグメント利益または損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)

1株当たり四半期純損失金額 △14円95銭 △25円75銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純損失金額(百万円) △937 △1,615

   普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純損失金額(百万円)

△937 △1,615

   普通株式の期中平均株式数(千株) 62,717 62,717
 

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

 第155期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)中間配当については、2019年11月8日開催の取締役会において、

2019年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額                             　 313百万円

② 1株当たりの金額                      　       5円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日   2019年12月3日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2019年11月1日

 株　式　会　社　京　三　製　作　所

　　 取　締　役　会　御　中

 

 
有限責任監査法人　　ト　ー　マ　ツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 細　　野 　 和　　寿 ㊞

 

指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 萬　　　　　政　　広 ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社京

三製作所の２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（２０１９年

７月１日から２０１９年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０

日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益

計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社京三製作所及び連結子会社の２０１９年９月３０日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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